
つるがしま市議会だより第１５６号 〔２〕

�

�

�

�

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

9月定例会 9月定例会 

　

平
成　

年
第
３
回
鶴
ヶ
島
市
議
会
定
例

２３

会
が
９
月
６
日
か
ら　

日
ま
で
の　

日
間

２７

２２

の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
定
例
会
で
は
、「
平
成　

年
度
鶴
ヶ

２２

島
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て
」
な
ど
、
市
長
提
出
議
案　

件
、

２０

請
願
１
件
、
議
員
提
出
意
見
書
案
１
件
を

審
議
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
一
般
質
問
を
３
日
間
に
わ
た
り

行
い
、　

人
の
議
員
が
登
壇
し
ま
し
た
。

１３

平成２３年第３回定例会の日程（会期２２日間）
開会
諮問第１号、議案第２６、２８、３４号採決
議案第２７、２９～３３、３５～４４号、請願第３号委員会
付託
埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙

本会議９/６

付託議案審査決算特別委員会７・８
付託議案審査総務常任委員会１２
付託議案審査産業建設常任委員会１３
付託議案審査文教厚生常任委員会１４
一般質問（５人）本会議２１
一般質問（４人）本会議２２
一般質問（４人）本会議２６
議案第２７、２９～３３、３５～４４号、請願第３号、
意見書案第２号採決
閉会

本会議２７

　東日本大震災に伴い発生した東京電力株式会社の福島第一原子力

発電所の事故により、周辺の地域から放射性物質が検出される状態

が続いており、農畜産物の出荷の自粛や停止、回収を余儀なくされ

る例が全国的に相次いでいる。

　このような中で、このたび厚生労働省が実施した検査により埼玉

県産の製茶から国の暫定規制値を上回る放射性セシウムが検出され、

埼玉県は、関係業者に製茶の出荷自粛と既に出荷済みの製茶の回収

を要請したところである。

　また、鶴ヶ島市においても、学校等の公共施設における土壌や地

元農産物の放射性物質の状況を調査し市民に公表しているが、国に

おける統一的かつ詳細な調査・対応基準が定められていないことか

ら、市民への充分な説明責任を果たすことができない状況である。

　今回の福島第一原子力発電所の事故は国家規模の重大な危機であ

り、事故発生直後から国において、科学的考察に基づく総合的かつ

詳細な対応策が検討されていれば、こうした一連の放射性物質によ

る被害が時間の経過とともに起こり得ることは予見できたものであ

る。

　市民生活の安全・安心を確保するためには、国の一元的な調査・

対応基準に基づく、秩序ある対応が必要であるため、下記の事項を

求めるものである。

記

１　生活環境や食品に対する市民の不安を解消するために、総合的

かつ一元的な対策を一刻も早く講ずること。

２　科学的根拠に基づき、農産物の明確な規制値と調査基準を設定

し、信頼できる情報を的確に発信すること。また、土壌等につい

ても同様の措置を講ずること。

３　農産物については、改めて広範囲な産地を対象に、きめ細かで

精度の高い調査を行うこと。なお、煎茶については、飲料用と食

料用を別にした数値を設定すること。

４　風評被害の発生防止に取り組むとともに、生産農家と販売店舗

の救済に万全を期すること。

５　国及び東京電力株式会社は、福島第一原子力発電所の事故の一

刻も早い収束を図るとともに、早急に損害賠償を行うこと。

　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

請
　
願 

み
な
さ
ん
か
ら
の 

請
願
第
３
号

鶴
ヶ
島
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
更
新
施

設
（
仮
称
）
整
備
運
営
事
業
の
実
施
に

お
け
る
地
元
企
業
の
積
極
的
活
用
を
求

め
る
請
願

﹇
請
願
者
﹈　

鶴
ヶ
島
市
鶴
ヶ
丘

鶴
ヶ
島
市
商
工
会　

会
長　 
長  
峰  
宏  
芳 

な
が 
み
ね 
ひ
ろ 
よ
し

さ
ん

﹇
要
旨
﹈　

現
下
の
厳
し
い
社
会
経
済

状
況
下
に
あ
っ
て
、
本
市
商
工
会
会
員

の
経
営
環
境
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
鶴
ヶ
島
市
は
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー
更
新
施
設
の
整
備
運
営

を
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
と
し
て
実
施
す
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。
本
事
業
は
、
施
設
の
建

設
か
ら
運
営
・
維
持
管
理
を
長
期
的
・

総
合
的
に
実
施
す
る
事
業
で
あ
り
、
地

域
の
小
規
模
企
業
が
有
効
に
活
用
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
商
工
業
の
活
性
化
が

図
れ
る
と
と
も
に
、
地
域
の
産
業
振
興

に
寄
与
す
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
本
事
業
実

施
に
お
け
る
本
市
商
工
会
会
員
の
活
用

に
つ
い
て
ご
指
導
い
た
だ
け
る
よ
う
、

鶴
ヶ
島
市
長
及
び
鶴
ヶ
島
市
教
育
委
員

会
に
要
望
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

採　

択

意見書 市民生活の安全・安心を確保するための放射性物質の調査や対応には、国の一元的な基準が必要であ

るとのことから、議員全員賛成で意見書案を可決し、関係機関へ送付しました。

農産物等への放射性物質による被害に対する
国の一元的な対応を求める意見書を可決

農産物等への放射性物質による被害に対する
国の一元的な対応を求める意見書を可決

農産物等への放射性物質による被害に対する国の一元的な対応を求める意見書農産物等への放射性物質による被害に対する国の一元的な対応を求める意見書


